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個人でも出来るＳＤＧｓの取り組みを考えてみましょう。先ずは「節電・節水」
です。家庭内の使用していない家電等の電源を切り、水道やシャワーの水を出しっ
ぱなしにしないことは温室効果ガスの排出を減らすことにつながり、目標13に該当
します。「使い捨てプラスチックの削減」は、焼却や海洋への流出を減らすことに
なるので、マイバッグやマイボトルを使用しましょう。今のままのペースで、使い
捨てプラスチックゴミが海洋へ流れ出ると、2050年には海のプラスチックゴミの重
量が魚の重量を上回ってしまうという計算があるので目標12や目標13に貢献できま
す。使い捨てプラスチック削減は今大きな関心事です。「フードロスを減らす」は、
食材や食品を捨てることなく使い切るように心がけ、無駄に食品を買い溜めること
なく食べられる量を考えながら計画的に購入するようにすれば、目標12になります。
「再利用・リサイクルの活用」は、品物の再利用やリサイクルを積極的に活用する
ことで、焼却処分による環境への悪影響を少なくすることが出来ます。ゴミの分別
処理やリサイクルは目標13目標14目標15に関連します。「公共交通機関の利用」は、
マイカー移動を公共交通機関や自転車または徒歩による移動にすれば、移動に伴う
温室効果ガスの排出量を少なくすることに貢献できます。マイカーを使わなければ
ならないケースもありますが、出来るだけ温室効果ガスの排出が少ない移動を心が
ければ目標13に繋がります。

株式会社権四郎は、T V製作、イベント映像、企業V P、ライブ、MUSICビデオの撮影、
音声収録及び映像制作のプロデュースを行う会社です。主に音楽ツアーの映像を中継す
る企業として４Kの中継車を自社所有し、音楽エンタメ系の撮影監督も社員として在籍し
ているこの会社は、映像関連業務においては、業界においても知る人ぞ知る企業です。
社名の「権四郎」は伝説の料理人であり漁師の名前から頂いたと聞きました。良い物

しか人前に出さないというポリシーからこの会社進むべき先が見えるようです。これま
でに携わったイベント、ライブ、等の紹介はホームページに詳しく紹介されております。
アーバンタイムスをご覧の皆様には是非ホームページをご覧になってください。株式会社
権四郎の実力の一端が見えるようです。

◆江東区新木場2-15-28 ◆令和3年4月入居 ◆TEL：03-5784-5416 安藤

日頃は弊社アーバンタイムスをご愛顧頂き誠に有り難う御座います。
さて、今回のアーバンタイムスは、令和３年度の税制改正の上、令和４年１月１日施行の

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（平成
10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。）」に関して特集したいと思います。
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿や国税関係書類（決算関係書類・取引関係書類）につい

て、電磁的記録（電子データ）による保存を認める法律です。電子帳簿保存法で定められてい
る要件を満たすことで、従来は紙文書での保管が義務付けられていた帳簿書類を、以下の方法
で電子データとして保存することができます。
・電磁的記録（電子データ）の保存・・・電子的に作成した書類を電子データのまま保存
・スキャナ保存・・・紙で発行・受領した書類をスキャニングして画像データとして保存
・電子取引の保存・・・電子的に授受した取引情報をデータのまま保存
今回の改正においても保存要件の大幅な緩和が予定されており、これまで以上に帳簿書類を

電子化しやすくなると考えられています。2022年1月から適用される改正の主なポイントを確
認していきましょう。
１．事前承認制度の廃止
現行（2021年12月末まで）の電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の電子データ保存ある
いはスキャナ保存を行うためには、税務署への事前申請および承認が必要でした。
2022年1月から適用される改正電子帳簿保存法では、税務署への事前申請・承認が不要にな
り、法令に対応する準備が整い次第、すぐに運用を開始することが可能になります。

２．検索機能要件の緩和
改正前の電子帳簿保存法では、帳簿書類の電子データや電子取引記録について、範囲指定や
項目同士の掛け合わせといった、複雑な検索機能が必要とされていました。
しかし、2022年1月から適用される改正で大幅に緩和され、検索要件が「取引年月日」「取
引金額」「取引先」のみになり、対応のハードルが下がります。

３．タイムスタンプ要件の緩和
今回の改正のポイントとして、タイムスタンプ要件の緩和も挙げることができます。
改正により、スキャナ保存および電子取引におけるタイムスタンプの付与期間が最長2か月
に延長されます。また、スキャナ保存においては、データの訂正・削除履歴が残るシステム
などを利用する場合にタイムスタンプ付与が不要となります。

４．適正事務処理要件の廃止
スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止も、今回の電子帳簿保存法改正のポイントと
言えます。改正前、帳簿書類のスキャナ保存においては、タイムスタンプ付与後に記録事項
の確認を実施し、原本とスキャンデータの定期チェックが義務付けられていました。
改正後は適正事務処理要件が廃止され、スキャナ保存における業務負担が軽減されます。

５．ペナルティの強化
今回の改正によってさまざまな要件が緩和される一方で、不正防止の体制づくりがより重要
になります。電子データの記録事項に関する改ざん・隠ぺいなどが発覚した場合、通常課さ
れる重加算税の金額に、さらに10％の金額がペナルティとして加算されます。

筆者 西山 ◆ホームページ http://www.gonshiro.co.jp

＊．先月の問い合わせ件数 94件

用　 途 敷 　地 建　 物 地 　域 条　 件 入居日

倉庫（運送関連） 車両数台分 300坪 関東湾岸地域 相場 即検討

倉庫（スタジオ関連） 車両数台分 200坪 都内23区 相場 即検討

倉庫（家具関連） 車両数台分 200坪 江東区湾岸地域 相場 即検討

倉庫（材木関連） 車両数台分 200坪 新木場・辰巳地区 相場 即検討

倉庫（清掃機器関連） 車両数台分 150坪 関東湾岸地域 相場 有れば検討

倉庫（食品関連） 車両数台分 150坪 江東区湾岸地域 相場 即検討

工場（パン製造関連） 車両数台分 100坪 江東区湾岸地域 相場 即検討

駐車場（運送関連） 300坪位 - 関東湾岸地域 相場 即検討

資材置場（工事関連） 100坪位 - 江東区湾岸地域 相場 即検討

駐車場（運送関連） 100坪位 - 関東湾岸地域 相場 即検討

借りたいリスト（問い合わせ物件の一部）


